
育児時間（法第６７条）

                          

使用者は育児時間中、当該女

性を就業させてはならない

当該女性が請求した場合

生後１年未満
の生児を育て
る女性を保護

１日２回 各３０分

生後 1 年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほか

に、１日２回それぞれ少なくとも３０分の生児を育てるための時間を与えなければな

りません

育児時間


